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I. はじめに

旧ソ連・東欧地域の国々で社会主義体制が相次

いで崩壊して民主化して以降、これら諸国は市場

経済化とEUへの接近を進めてきた。中東欧・バ

ルト地域の計8か国2）は2004年、ルーマニアとブ

ルガリアは2007年、またクロアチアも2013年に

EU加盟を実現した。

とくに中東欧諸国とバルト三国は、2000年前後

より大量の直接投資を受け入れ、急速に経済を成

長させた。大まかにいえば、ドイツ資本などの製

造業の国際生産ネットワークに組み込まれて輸出

を成長の原動力とした中東欧諸国と、金融・物

流・サービス業などを基盤としたバルト諸国と、

その経済構造は異なるが、これら諸国は2008年秋

以降の世界金融危機の波及まで、新興国として好

況に湧いていた。危機により大きな打撃を受けた

が、2015年12月現在では成長軌道に回帰している

国が多い。

本稿では、人口1000万人弱の旧社会主義国、ハ

ンガリーを取り上げる。本稿の目的は、同国の福

祉レジームの変遷と近年の変容とを検討すること

である。その他の中東欧・バルト・南東欧の国々

も社会主義の経験とその後の市場経済化、そして

EU加盟と、大まかには同様のプロセスをたどっ

ており、多くの共通点も見られる。しかし、ハン

ガリーの経験と福祉レジームが、同地域の国々を

代表するものとは言えないことには留意が必要で

ある。

本稿の構成は以下の通りである。まず第II節に

おいて、ハンガリーの福祉国家が辿ってきた経路

について簡潔に論じる。第III節では、エスピン＝

アンデルセンの提示した基本的な3類型との関係

で、先行研究が中東欧・バルト地域の福祉レジー

ムをどのように論じていたか整理し、3類型への

分類が困難であることなどを示す。第IV節では、

福祉レジームの変容にも影響を及ぼした2010年5

月のオルバーン政権成立以降を中心に政治・経

済・社会状況を概説する。その上で、第V節では

近年の改革について触れ、第VI節では、近年の政

策の変容を福祉レジームの視点から小括する。

II. ハンガリーの福祉国家の経緯

1. 市場経済化以前の遺産をどうみるか

ハンガリーの福祉国家の歴史的な端緒や市場経

済化後の経緯については、本雑誌においても、堀

林（2003）がすでにほぼ過不足なく紹介している

が、拙稿（柳原2012; 2015b）での記述をベースと

して要点を押さえておこう。

ハンガリーにおける福祉国家の起源は、オース

トリアとの二重君主国時代に求めることができ

る。1890年代以降、都市居住の労働者を対象とし
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た疾病・医療保障を端緒として、職域別の社会保

険中心のドイツ型の福祉国家が段階的に整備され

た（田中編1997）。

第2次世界大戦後、社会主義体制が成立したこ

とにより、福祉レジームもそのイデオロギーの影

響を受け変化した。寛大でかつ職域の区別が撤廃

された年金制度、無料の医療サービス、家族・育

児手当など種々の所得保障制度、基本的に無料の

教育制度など、福祉サービスは主として国家ある

いは国有企業を通じて普遍主義的に供給された

（柳原2012）。

ただし、その普遍性は擬似的なものであった。

社会主義時代、国有・公有の企業では、産出量が

重視され採算は徹底されていなかったため、内部

に労働力をかかえ込む傾向にあった。そのため労

働需要は恒常的に過剰であり、実質的に完全雇用

が達成されていた3）。諸給付の受給資格・給付水

準は、就業と高度に結びつけられており、この高

い就業率のために普遍性が擬似的に確保されてい

た。小森田（1998）は1980年代のポーランドがこ

のような「労働を起点とする国家的生活保障シス

テム」であったと論じたが、ハンガリーにおいて

もこれが当てはまる（堀林 2009; 柳原 2012;

2015a）。この意味で、脱商品化の程度は高いとは

言えなかった。

福祉サービスは体制維持を目的とし、国民の不

満を和らげるために「上から与えられたもの」で

あったが、国家が福祉の供給に責任を持つべき、

という認識がその後も根強く国民に残存した。同

時に、この福祉サービスの供給も相まって、多額

の対外債務が蓄積されたことも、1990年代以降の

ハンガリーの経済発展のあり方に重大な影響を及

ぼした（Bohle and Greskovits 2012）。

2. 市場経済化後の福祉供給

ハンガリーは、政治体制の民主化以降、国外か

らの多くの直接投資に支えられたこともあり、中

東欧・バルト諸国のなかでも当初は「改革の優等

生」としての評価を受けていた。それでも、市場

経済化プロセスが順風満帆であったわけではな

い。IMFや世界銀行などの支援のもと実施された

「自由化・私有化・マクロ経済の安定化」をキー

ワードとする経済改革は、旧体制の経済的連関を

崩壊させ、1990〜1993年にかけて1989年比でGDP

が約2割失われるなど、ハンガリー経済は大きく

収縮した（「体制転換不況」）。
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図1　就業者数の推移（15歳以上。万人）
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注：2010年以降は四半期のデータ。
出所：1997年までは Fazekas et al.（eds.）（2015）、1998年以降はハンガリー中央統計局。

（1998年から 2009年：https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qlf006.html）
（2010 年以降：https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_infra/e_qlf006a.html）ともに 2016／1／4
確認。
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この不況は、急激な就業者数の減少、失業や貧

困の拡大などを通じて福祉サービスの供給にも大

きな動揺をもたらした。とくに、人口約1000万人

のハンガリーにおいて、1980年比で約180万人分

の雇用が失われたことは重大である（図1）。経済

の回復が本格化した1990年代半ば以降も、就業者

数の回復は緩慢であった。大量の雇用の喪失は

「労働を起点とする国家的生活保障システム」を

機能不全にした。その弥縫策として中高年層を早

期退職させるなど年金制度が弾力的に運用された

が、人口の3割にも達した年金やそれに類する給

付の受給者は大きな政治勢力となり、その後のハ

ンガリーの社会支出を高い水準に押し留めた。

自由化政策を推進する一方、高水準の対外債務

にもかかわらず、寛大な社会支出による福祉給付

で自由化政策の負の影響を被る市民の不満を宥め

る、これが体制転換以降のハンガリーの成長体制

の大まかな構図であった。福祉給付は国民の歓心

を買う重要なツールとなり、その削減は政治的に

困難であった。このような体制をボーレとグレ

シュコヴィチは「埋め込まれた新自由主義」と名

付けた（Bohle and Greskovits, 2012）。当初の経済

の苦境を脱した1990年代半ば以降、社会保障制度

改革が一つのトピックスとなったが、このような

政治的制約もあり、持続的かつ大規模な形で、福

祉供給における国家の役割が劇的に縮退するよう

な改革は少なくとも経済が再び停滞を始めた2006

年までは取り組まれなかった。

EU加盟後にEUから財政赤字削減を強く課され

るようになり4）、2006年秋以降、社会党主導の中

道左派・リベラル政権のもとで開始された緊縮政

策は年金の給付水準のカットなども含む大規模な

ものであった。緊縮政策は危機の波及以降も継続

し、この成長体制を機能しがたくするとともに、

左派勢力の凋落の直接の原因の一つとなった。こ

の緊縮政策、さらには2010年の政権交代によっ

て、ハンガリーの福祉レジームはさらなる動揺を

迎える。

III. 福祉レジーム論と中東欧諸国

ハンガリーなど中東欧・バルトの旧社会主義国

で形成されている福祉レジームあるいは資本主義

全体の多様性をどのように理解・類型化するのか

という議論は、近年、この地域の研究において注

目のトピックスの一つとなっている。しかし、エ

スピン＝アンデルセンによって提示された基本3

類型へ分類可能かどうか、という議論は、市場経

済化プロセスの初期から始まっていた。

1990年代前半から半ばにおいて、ディーコン

は、多くの旧共産主義国を追加的な類型へと「暫

定的に」分類することを提案した（Deacon 1993）。

またエスピン＝アンデルセンも、旧社会主義国と

彼が提唱した3類型との違いは「過渡期的なもの」

であるとした（Esping-Andersen 1996）。

これら諸国がEU加盟を達成した2000年代半ば

以降には、これら諸国と先進資本主義諸国との

「違い」がなくなったのかどうか、という点が一つ

の問題となった。ピアソンは、この点について、

共産主義時代の遺産が強く、異なる発展の経路を

たどっている可能性を指摘した（Pierson 2004）。

フェンゲルは、各種の指標を用いた階層クラス

ター分析から、旧ソ連の国々をも対象として①

「旧ソ連タイプ」、②旧ソ連タイプより社会福祉水

準が高く、より平等主義的な「旧共産主義・欧州

タイプ」（ハンガリーを含む）、③「発展途上の福

祉国家」の3類型を抽出し、中東欧諸国と西側福祉

国家のあいだには明らかな違いがあるとした

（Fenger 2007）。アイドゥカイテは、中東欧諸国の

社会政策は改革を経験したものの、急速な解体を

経験しておらず、現在も残余的なものにはなって

いないとしたうえで、多様性はあるものの、共産

主義の経験、国家の財政余力の低さ、非公式経済

の比率の高さから、中東欧諸国を「ポスト共産主
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義」レジームに分類可能であると論じた

（Aidukaite 2010）。

世界金融危機ならびにユーロ通貨危機などを経

た、近年の議論も確認しておこう。仙石（2015）

は、いくつかの指標から旧社会主義国の脱商品化

（年金・疾病・失業の諸制度の給付水準、月額上限

など）と脱家族化（女性の就労率、施設ケア利用

率など）の程度を分析している。脱商品化・脱家

族化のいずれにおいても、旧社会主義国間に明確

な相違が見られることから、「ポスト社会主義型」

レジームは存在しないと主張したうえで、①社会

民主主義レジームに近いレジーム（エストニアと

スロヴェニア）、②脱商品化はある程度進むが脱

家族化は進んでおらず、保守主義レジームに近い

レジーム（チェコとスロヴァキア）、③脱家族化が

②より進展しており、保守主義と社会民主主義の

中間的な独自の位置にあるハンガリー、④脱商品

化・脱家族化のいずれの面でもその水準が南欧型

より低い家族主義型のポーランド、と分類してい

る。仙石は、ポーランドについては労働組合およ

びそれと結びついた政党の影響力の低下や、カト

リック教会という脱家族化に対する抵抗勢力の存

在とその政治的影響力とを要因としている。

また小森（2015）は、エストニアについて、社

会主義体制への反発からそれを解体し自由主義的

な政策を進めてきたものの、自由主義・保守主義

の特徴を併せ持ち家族主義的でもあるなど、分類

不能であるとしている。チェコについて中田

（2015）は、当初のビスマルク型の社会保障制度、

社会主義期の普遍主義化、過去の遺産の否定と擁

護の交差した1989年以後の現政治体制の改革によ

り自由主義的な要素も加わった、ハイブリッド的

な形態を示していると論じている。ハンガリーに

ついて、シクラは、オルバーン政権下の社会政策

について新自由主義、（社会主義時代ならびに戦

前の）国家主義、新保守主義の要素の混合である

と論じている（Szikra 2014）。

既存の類型と異なるレジーム類型の存在を示唆

することが趣旨のアイドゥカイテ（2010）を除け

ば、近年の先行研究の多くは、これら旧社会主義

諸国の福祉レジームについて、基本の3類型やそ

の他の要素の混交を指摘している。しかし、この

地域の国々の間にも多様性が存在しており、その

混交の傾向をひとくくりに論じることは難しい。

IV. 近年の政治・経済・社会の状況

政治体制の転換後、ハンガリーは市場経済化・

EUへの接近において「改革の優等生」とも評され

たが、近年の政治・経済・社会の状況は、かつて

の評価とは随分と変貌してきている。これらを簡

単に確認しておこう。

政治的には、オルバーン政権の成立以降、それ

までの転換後の20年とは明確に異なるステージに

入ったといえる。詳細は柳原（2014）にて論じて

いるが、「フィデス＝ハンガリー市民連合（以下、

フィデス）」主導の中道右派の連立与党が国会議

席の3分の2を超える議席を確保し、憲法や重要法

案までも自勢力のみで改正できるようになった。

体制転換以降の政治システムが根本的に書き換え

られ、連立与党の支配は立法府のみならず司法や

メディアにも及んでいる。2015年末現在、連立与

党の議席数は3分の2を僅かに下回ってはいるが、

分裂した左派勢力は凋落、極右のヨッビクが台頭

するなど、状況は大きく変化している。

経済的には、エネルギー企業の再国有化などオ

ルバーン政権の新たな政策や、ハンガリー企業の

周辺諸国への対外投資の拡大などの動きも見られ

るが、盛田（2010）が指摘した、資金調達・実物

面の双方で対外依存が強い「他力本願経済」の様

相を示し、その上、いつ居なくなるとも知れない

多国籍企業によって移転・移入された産業で成り

立っている「借り物経済」である、という構図が

根本的に払拭された訳ではない。図2は、2004年

比較福祉レジーム論からみた中東欧：ハンガリー
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を100とした、この地域の一部の国々とドイツ、ギ

リシャ、イタリアにおけるGDPの推移である。同

地域の他の国々とは異なり、世界金融危機の波及

以前から、緊縮政策によって成長が鈍化していた

ハンガリーは、危機による打撃からの回復の歩み

も鈍かった。ただ、通貨フォリントの減価や、年

金の「再国有化」（後述）や種々の課税により確保

した政策資金による景気刺激策、ならびにハンガ

リーを含む同地域の国々がその生産ネットワーク

を分担するドイツ経済とドイツ産業の回復に牽引

されるかたちで、2013年秋ごろより回復の勢いを

強め、2014年には前年比3.6％、2015年も第3四半

期までに2.8％（年率換算）の経済成長を記録し危

機を脱している5）（ハンガリー統計局; OECD

2015）。

だが、長期にわたる停滞の影響は小さくない。

図3は1人あたりGDPの推移をEU平均を100として

見たものである。EUにおけるハンガリー経済の

相対的位置は、10年近くものあいだほぼ停滞して

おり、ポーランドにも追い抜かれ近隣の中東欧諸

国で最も低くなってしまっている。

社会的な状況も指標からいくつか確認しておこ

う。図4は、社会移転の前後におけるジニ係数の

変化である。EU平均よりも格差は小さくなって

海外社会保障研究 Winter 2016 No. 193
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図2　各国のGDPの推移（2004 年＝100；ユーロ換算）

出所）柳原（2015a）図表 8－1。
元出所）Eurostat.
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図4　EU各国のジニ係数（社会移転前／社会移転後、2014 年）

注）ジニ係数は 0から 100で表示
出所）Eurostatより作成（2016年 1月 3日確認）
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いるが、北欧諸国と並んで格差が最も小さいグ

ループである中東欧諸国の中では格差は小さくな

い。また、年金、その他の社会移転が格差是正に

役割を果たしていることも確認できよう。また紙

幅から割愛するが、貧困率についても、所得格差

と類似の傾向を示している。

次に、近年の社会支出の水準も国際比較からそ

の位置を確認しよう。表1は、OECD各国の公的な

社会支出を現金／サービス給付別に示したもので

ある。第III節では、中東欧諸国・バルト三国に

「ポスト社会主義型」レジームは存在しないとし

た仙石（2015）の指摘を紹介したが、各国の社会

支出をきわめてマクロ的に概観すると、いくつか

の類似点が見られることも事実である。すなわ

ち、スロヴェニアを除いて、①自由主義レジーム

の国々（イギリス、アメリカ、オーストラリア）

に近い支出水準となっていること、②全体に占め

る現金給付、とくに年金支出の比率が高いこと、

③ヘルスケアを含むサービス給付の支出水準が低

いこと、という特徴である。このような傾向に

は、EU加盟国として許容される財政赤字に上限

がある一方で、外国資本の企業の誘致をめぐって

諸税と社会保険料の水準の切り下げ競争を地域の

国々の間で行わざるを得なかったことがその一因

として挙げられるだろう（「底辺への競争」）。ま

た、選挙での投票行動に直結しやすい年金やその

他の現金給付がサービス給付に優先されていると

思われる。ただし、世界金融危機の影響とそれへ

の対応が継続中であった2011年のデータであるこ

とには留意が必要であろう。

ハンガリーにおいては、財政危機の中でも年金

を管轄する年金保険基金の支出はGDPの10％台の

支出が続いた一方で（2007年から2013年まで、

10.35％、 10.57％、 10.92％、 10.79％、 10.84％、

9.91％、10.03％）、医療サービスや関連の現金給付

を管轄する健康保険基金の支出は実質的に縮小が

続いていた（同じ時期に、6.46％、5.34％、5.4％、

5.46％、5.28％、6.26％、6.15％）など、この傾向が

顕著であった6）。ヘルスケア分野へのリソース

の縮小は、医師やその他の医療職の国外流出や医

療の質の低下など近年の問題の大きな要因となっ

ている。

V. 近年の改革

前述のように、政治体制の転換後に雇用が大規

模に失われた結果、社会主義体制から継承された

「労働を起点とする国家生活保障システム」は機

能不全に陥った。財政難が継続したこともあり、

主たる所得保障の制度においては、普遍的に受給

できる給付の水準は低いままであり、またしばし

ば受給要件の厳格化や給付水準の引き下げが行わ

れた。

2004年のEU加盟を経てさらに10年を経ても、

このような傾向は変わっておらず、むしろ一層厳

しい財政状況と危機への対応とも相まって、近

年、ますます就労強化の傾向が強くなってきてい

る。

脱家族化に関しては、後退している部分も大き

い。旧体制下では女性の就業率も高く（1980年、

当時の現役世代にあたる15〜54歳の就業率は

72.8％であった。育児休業中8.8％を含まない）、

また家族や育児関連の分野への国家の支出も大き

かった（柳原2011）。完全雇用維持のため寛大な

育児手当で労働市場への早期還流を軽減するとい

う意図、あるいは三歳までの育児は母親がすべき

ものという意識と結びつき乳児を預けられる保育

所が十分に存在しなかったという、脱家族化の観

点からはネガティブに評価しうることも存在し

た。

政治体制の転換後、家族政策は基本的な制度の

枠組みは維持されつつも、財政難やインフレの進

行から給付の実質価値が下落、また雇用の絶対数

が激減するなかで、家族福祉の担い手が国家から
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家族へと大きくシフトする傾向が見られた（柳原

2011; 柳原2015b）。同じ15〜54歳の基準でみた女

性の就業率は、1990年に70.3％、1995年に53.4％、

2000 年 に 56.9％、2005 年 に 56.2％、2010 年 に

54.9％、2014年に61.3％であり、男性の同時期の就

業率（15〜59歳）の推移、それぞれ81.0％、63.6％、

65.5％、64.9％、61.8％、70.7％と比べると7）、格

差は減少傾向ではあるものの女性が（再）就業し

にくい状況であり、その分、家族主義的な性的役

割分担が進んでいると考えられる。また3人以上

の子供を育てる場合の特別な育児手当（GYET）

など、それを強化する制度の存在もある。

ハンガリーの年金給付水準は平均すれば平均賃

金比で高水準であり、高齢者の貧困率はEUでも

最も低いグループである（柳原，2012）。しかし介

護については独立した社会保険制度を持たず（健

康保険制度と社会福祉による対応）、介護サービ

スへのアクセスが低水準に限られている点、また

サービスの供給がニーズに追いついていない点が

問題視されている（Czibere and Gál, 2010）。その

分の介護負担が家族、とくに未就労の女性の手に

よって担われていることは想像に難くない。育児

休業からの復帰者あるいは育児休業取得中の者

（殆どが女性）も支援対象に含む、不利な条件に置

かれた人びとの雇用の促進プログラムの実施な

ど、脱家族化と方向性が合致する施策もあるが、

家族化のトレンドを覆すほどの顕著な効果を上げ

ているとは評価しにくい。

以下では、雇用と年金、家族の3つの分野、そし

て近年の重要な動きであるパブリック・ワークに

ついて、簡単に見ていこう8）。

1. 年金

高水準の社会支出と寛大な条件による福祉給付

とで国民の不満を宥め、自由主義的な改革を進め

てきた「埋め込まれた新自由主義」のハンガリー

において、年金制度は、そうした寛大な給付にお

ける典型的なもののひとつであった。1990年代前

半、早期退職や障害年金によって中高年層に年金

受給権をあたえて労働市場から引退させるなど、

年金制度は弾力的に運用された。くわえて賃金価

値の下落のなか、年金給付は比較的価値を保た

れ、年金受給者は相対的には貧困リスクの低い社

会集団であった（柳原，2011）。また2000年代にお

いても、年金給付の水準は賃金に比べて国際的に

見ても高いものであった。

1998年から、制度の部分的民営化・積立方式の

部分的導入を骨子とする公的年金改革が実施され

た9）。選択者と労働市場への新規参入者が参加

する新しいシステムは、国家が運営する強制加入

の賦課方式部分（第1の柱）、新しく設けられた民

間の年金ファンドが年金資産を運用する、強制加

入の積立方式部分（第2の柱）、同じく民間の年金

ファンドが資産を運用するものの任意加入の追加

的な積立方式による個人年金部分（第3の柱）とい

う3つの柱から構成された（柳原，2015a, 図表8-3

参照）。

この改革では、積立方式の部分的導入という大

きな改革の裏で、保険原理に基づかない再分配の

段階的な解消が組み込まれた。サービス加入期間

に完全に比例的な給付の乗率の体系が導入される

ことになり（2013年から実施予定も2015年12月時

点で未実施）、また換算所得も1988年以降の所得・

拠出額にほぼ比例するようになった。年金のいわ

ゆる再分配機能をほぼ放棄することを目指した仕

組みであった。

しかし、この改革は当初の見取り図通りには実

施されなかった。積立方式の部分的導入に関して

意見の異なる社会党とフィデスの当時の二大政党

間での1998年と2002年の政権交代により、積立方

式部分の保険料率や新システム加入義務などが繰

り返し変更された。また、外国資本の企業誘致や

財政赤字への対応のため、保険料率が上下され

た。さらに二大政党の対立状況のなか、政治的歓

比較福祉レジーム論からみた中東欧：ハンガリー
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心を買うために2003年から段階的に導入された合

計1月分の年金ボーナスである「13カ月目の年金」

など（2009年廃止）、拠出水準と関係の薄い給付水

準の引き上げも財政を狂わせた。

2010年、フィデスは国政選挙に勝利し政権を再

び奪取すると、同年10月以降、徴収した年金保険

料を第2の柱部分へ移転することを停止し、これ

を国の社会保障基金（新システムならびに旧シス

テムの賦課方式部分）へと振り向け、その後、新

システム加入者に対して旧システムへ戻るよう推

奨した。新システムに残存する場合には不利益な

扱いを受けることとなったため、2010年末には約

311万人だった新システム加入者のうち約10万人

（2011年末時点）しか残留せず、年金制度の事実上

の再国有化となった。

この改革の目的は、国民の老後の生活保障を提

供する主体の変更、という福祉レジーム上の観点

ではなく、債務削減と政策経費の確保であった。

政府はこの「再国有化」により、第2の柱の年金

ファンドに蓄積された年金資産のうち、旧システ

ムへの帰還者の資産（2011年5月末時点で同年の

GDPの約10.7％に相当）を国の基金に移転し、債

務の削減やIMFへの融資返済、そして危機対策の

政策経費に流用した（詳細は柳原2014; 2015a参

照）。この流用された資産に対応する将来の年金

給付の義務は国が負っているため、この改革は単

なる負担の先送り、資産の先食いである。

他方で、「再国有化」によって、いわゆる「二重

の負担」の問題が解消されたことも重要である。

部分的民営化等によって年金財政に発生した赤字

は中央政府の予算から補填されていたが、この額

は毎年対GDP比の2％前後にのぼっていた。「再国

有化」により、新たな二重の負担の発生が解消さ

れ、2011年以降、補填はほぼなくなっている10）。

年金など社会保障基金をふくむ財政赤字を対GDP

比3％以内に抑えることをEUのルールで義務づけ

られているハンガリーにとって、これは非常に大

きな意味を有した。

この2011年の「再国有化」ののちも、中央銀行

の報告書によれば、2015年第3四半期末時点で民

間の年金ファンドは縮小しつつも存続している

（4つのファンド、5万9580人の加入者が残留）。

2015年1月以降、定期的な保険料拠出者の比率が

基準を下回った場合、あるいは加入者の減少割合

が基準を超えた場合、年金ファンドは閉鎖、その

資産が国へ移転されることとなっており、ハンガ

リーにおける公的年金制度の部分的民営化の試み

は、遠からず1度は完全に終了することになると

思われる。

このような年金制度の近年の構造的な改革の動

きは、大きな方針の転換であるには違いないが、

これを福祉レジームの変容と関連させて論じるこ

とはあまり妥当ではない。財政赤字圧縮のために

さまざまな税金・賦課金を特定の業界や消費者に

課している現状11）、またこの「再国有化」の政治

的経緯も考えれば、短期的な財政状況の改善を優

先した改革であると考えることが妥当であろう。

また、このような構造的な改革の一方で、退職年

齢の引き上げや、完全物価スライドへの変更、早

期退職をほぼ不可能にするルール変更、給付水準

の調整など、細かな変数的な改革も実施されてい

る。これらの改革は、支出の抑制という大原則、

さらには雇用分野における問題と基本的に方向を

一にしている。次に雇用政策の変化について見て

いこう。

2. 雇用と最低生活保障

財政問題と並んで、ハンガリーの経済・社会に

おける最大の問題点のひとつは、就業者数が著し

く少ないということである。図1で示したように、

体制転換後に失われた多くの雇用は、2000年代半

ばまでの堅調な経済成長の時期においても僅かに

しか回復せず、長く400万という数字が大きな壁

であった。
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2010年5月にオルバーン政権が発足した時点で

は、世界金融危機の影響もあり、就業者数は367.9

万人（2010年第1四半期）と、体制転換後の不況以

来の水準にまで低下していた。新政権が雇用創出

を最重要の公約の一つとしたことも、驚くべきこ

とではないだろう。オルバーン首相は、2020年ま

での10年間で100万人、うち政権任期の2014年ま

でには30万人分の新規雇用の創出を約束した。

ハンガリーでは社会党政権下の2005年頃より、

「寛大な給付の削減・廃止と、制裁をともなう労働

市場への復帰・包摂」を特徴とする、社会保障制

度の改革が開始されていた（柳原，2012）。使用者

の社会保険料の減免によって、若者、育児休業か

らの復帰者、50歳以上の長期失業者など、不利な

条件に置かれた人びとの雇用を促進するSTART

プログラムや、より早期の再就職へと受給者を誘

導する求職者給付と求職者扶助への刷新、そして

受給者を労働市場に再統合することを前提とす

る、障害年金や障害給付、ならびに社会扶助制度

の改革が実施された（詳細は柳原2012）。

オルバーン政権は、このような政策をさらに推

し進め、受動的な諸給付のさらなる要件の厳格化

と水準の切り下げ、就労促進の強化、雇用のフレ

キシブル化などの特徴をもつ改革を、雇用政策の

領域を中心に次々と実施している12）。

求職者給付は2011年9月以降、受給可能日数が

短縮（最大270日から最大90日へ）され、給付の上

限額も最低賃金の120％から100％へと引き下げら

れた（2015年の最低賃金額は月額10万5000フォリ

ント＝約4万4095円。2015年12月末レート換算）。

また、求職者給付を使い果たし、年金受給まで5年

未満という条件にも該当しない場合には雇用代替

給付（Foglalkoztatást helyettesítő támogatás；最低老

齢年金の80％＝月額2万2800フォリント＝約9575

円）が支給されるが、受給にあたっては年間30日

の雇用ないし労働市場プログラムへの参加が義務

づけられ、またいかなる職業紹介をも受け入れる

必要があるとされた。

労働市場への包摂は、早期退職の領域でも進め

られている。2012年の年初以降、40年の加入期間

（育児期間を含む）のある女性という例外を除き、

法定退職年齢以前の早期退職によって国家からの

年金を得ることは基本的に不可能となった。ま

た、障害年金が廃止され、退職年齢未満について

は労働市場への再包摂を基準とするリハビリ給付

に置き換えられている（リハビリの可能性がない

場合は障害の程度に応じた障害手当rokkantsági

ellátásの対象となる）。

また最低生活保障の制度にも変化が見られる。

現役世代をカバーする社会扶助制度（rendszeres

szociális segély。生活保護に相当）は、オルバーン

政権以前の2009年に障害や精神心疾患・育児など

長期的に働けない理由をもつ者のみに対象者を大

幅に絞る改革が実施されていたが、2015年3月以

降、主 と し て 健 康 障 害・児 童 監 護 手 当

（egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás）

へと刷新された。受給資格・給付水準は変わって

いないが、審査が地方自治体から国の出先機関へ

と移管され、また国の全額拠出となった。この集

権的な変更の詳細な影響はまだ不明だが、保護さ

れるべき人々が扶助から漏れることが増えると懸

念される。

2010年から2012年にかけて、いかなる社会給付

も受け取っていない登録失業者の数が40％から

52％に増え、未登録の失業者も増えているという

深刻な指摘（Cseres-Gergely et al. 2013; Szikra

2014）は、労働市場への再統合を推し進めるこの

ような雇用政策の負の結果の氷山の一角を照らす

ものであろう。次に、労働市場への再統合を支え

る重要な受け皿の一つであるパブリック・ワーク

について見ていこう。

3. パブリック・ワークによる雇用創出

2014年春の国会議員選挙を前に、ハンガリーの

比較福祉レジーム論からみた中東欧：ハンガリー
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就業者数はここ20年で初めて400万人を超え、同

年までに30万人分の雇用を創出するというオル

バーン首相の公約は達成された。

就業者数はその後も増加しており、2015年第3

四半期の平均就業者数は424.6万人となっている。

2013年秋ごろからの経済全体の回復による労働需

要増の影響も勿論あるが、前項で述べた就労促進

策の成果として単純に評価することは危険であ

る。国内正規雇用はたしかに増加傾向にあるが、

チェレシュ−ゲルゲイは2011年2月から3年間の雇

用の増分の約6割がパブリック・ワーク（ハンガ

リー語ではközfoglalkoztatás；以下、PW）と、ハン

ガリー国内に居住しながら国外で就労する就業者

の増加によるものであることを指摘している

（Cseres-Gergely 2014; 柳原2015a）。前者について

詳しく見ておこう。

PWは、基本的には国家による直接的な雇用創

出であり、市町村等の基礎自治体レベルで実施さ

れるものである。清掃、道路維持など単純労働に

従事させることにより、所得保障と労働市場への

（再）統合を目的としている。PWは、長期失業者

救済策として1991年から導入されたが、2000年に

地方自治体に移管され、中央政府の補助金により

賃金の90％が賄われるまでは、限定的な役割しか

もたなかった（Koltai 2012）。しかし2008年、障

害・精神心疾患など長期的に働けない理由をもつ

者を除く、社会扶助受給者の労働市場への統合が

図られ、彼らの多くにPWへの参加が義務づけら

れたことを契機にPWは大きく拡充された13）。

フィデスへの政権交代を経て、2011年9月以降、

教会や協同組合、水道・林業・国鉄など特定の企

業もPWの雇用主になりうることとなった。PWの

雇用契約は通常の労働法制の保護の外とされたた

め、雇用主は通常を下回るPW独自の最低賃金で

参加者を活用できることになった。2013年には公

的部門の就業者数に占めるPW参加者の割合が

15％を超え（Scharle 2014）、月平均で13万人、同年

12月には20万3000人が参加した（ハンガリー統計

局『社会保障年鑑2013』）。PWの約8割以上はフル

タイム労働となっている。2015年の通常の最低賃

金額税込み10万5000フォリントに対し、PWス

キームの賃金は月額7万9155フォリント、中等教

育卒業程度のスキルを必要とする仕事で10万1480

フォリントと低い水準である。

政府はPWプログラムの意義を非常に高く自己

評価している。たとえばオルバーン首相は2014年

3月、「失業状態から就労の世界へ入ることができ

る門であり、PWは大いに評価されるべき」として

「28万人から30万人規模まで拡大の計画」がある

と述べている14）。PWへの政府支出は2011年以降

4年間で対GDP比0.8％になっており、2018年まで

にさらに倍になることが予測されている

（European Commission, 2015）。

現行のPWは、雇用の望めない地域に雇用を創

出し、教育水準が低い、相対的に高齢である、ロ

マ（ジプシー）など、就職が困難な求職者に雇用

をもたらしている点では、意義があると評価され

るべき点もあるが、以下のような強い批判も寄せ

られている。

第1に、細切れの雇用期間や平易な仕事内容が、

その後の正規雇用やスキル形成につながりにくい

ことである。OECD（2014）は、PW参加者の5％か

ら10％しかその後正規雇用に就けていない点を挙

げながら、職業安定所による支援のほうが一般に

効率的であると指摘している。欧州委員会も、

2014年前半に13.8％の参加者しかPWからの脱出

に成功していないこと、また2013年のPW参加者

のうち47％が中等・高等教育修了者であることな

どを挙げて、PWの積極的労働市場政策への転換

を 進 め る 勧 告 案 を 出 し て い る（European

Commission, 2015）。

第2に、資金効率の悪さである。民間シンクタ

ンクPolicy Agendaは、雇用主に賃金補助を行なう

スキームであれば、月8万フォリントで継続的雇
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用を創出できる一方で、PWは持続しない雇用で

あるうえに経費をふくめて月14万5000フォリント

かかっているとして、その非効率性と不透明性を

批判している（Policy Agenda 2013）。

また第3に、PWの仕事内容に制限が課されてい

るという問題がある。通常の雇用が低条件のPW

へ置換されることを防ぐため、訪問介護やソー

シャルワーカーなど地方自治体のコアな職務には

活用できず、結果的に労働集約的で必ずしも効率

的ではない事業や、効率的ではあるが公共の利益

に資するかどうか定かではない事業が進められる

ことになると指摘されている（Scharle 2014）。

最後に、労働条件の全体的な悪化の恐れが指摘

されている。公益事業をふくむ雇用主がPW参加

者を最低賃金以下で雇用できる状態にあるため、

PWスキームの拡大は、民間・公的部門の周辺的な

雇用の減少あるいは拡大の抑制につながっている

可能性を否定できない。2015年8月には「2014年

初から2015年6月にかけて2303人の労働者が解雇

され（そのポストが）PWによって埋められた」と

する野党幹部の声明が報じられている15）。

このような批判に対してか、2016年1月にはPW

参加者が通常の民間部門に就職することを支援す

る30億フォリント規模の支援プログラムが準備中

である旨、経済省から発表された16）。しかし、

PWあるいは所得保障上の問題を解決する契機と

なるかは、現時点では不明である。次に、脱家族

化の観点から家族政策をみていこう。

4. 家族政策

育児・出産にかかわる諸施策の集合体である家

族政策は、年金・雇用政策と同様、ハンガリーの

社会政策において歴史的に大きな意義を有してき

た。体制転換後、不況による財源不足により、家

族政策はその支出総額においても各制度の給付の

相対的価値においても著しく縮小した。主要制度

への支出総額は、1991年には対GDP比5.04％から

1996年の2.09％まで減少し、また各給付の相対的

価値もほぼ半減した。同様に受給資格も厳格化さ

れた（柳原2011; 2015a）

1990年代末以降、家族政策は政権交代の影響を

受けた。中道右派政権時（1998−2002年）には育

児休業給付の期間や児童扶養による税控除が拡充

され、逆に中道左派政権時（2002−2010年）のう

ち危機が波及する2008年秋頃までは、諸手当の引

き上げや上述の税控除の縮小、育児休業の諸給付

の受給中の就労制限の緩和などが実施された。

2010年の政権交代後の政策は、基本的には1998

年から2002年までの施策のほぼ焼き直しである。

すなわち、2年に縮減されていた育児手当の期間

を3年に戻したこと、育児休業期間中の就労可能

な労働時間の短縮など、育児に携わる親等（主に

母親）が家庭にとどまるよう奨励すること、さら

には子どもの数に応じた税控除の大幅な拡充17）

など、伝統的な家族の役割の尊重、そして自らの

支持層である中所得者層を利する方向性が目立

つ。他方で、子どもを学校に出席させない主とし

てロマ（ジプシー）世帯への家族手当の給付停止

条件の厳格化なども合わせれば、ロマをふくむ低

所得者層の統合への関心の低さも見受けられる

（Szikra 2014）。

VI. 小括

本稿では、ハンガリーにおける福祉レジームの

変遷と近年の変容の検討を目的に、年金制度、雇

用政策、家族政策における変化をごく簡単に紹介

してきた。堀林（2003）は、当時のハンガリーの

福祉レジームは欧州型（保守主義型）と自由主義

型の間を揺れ動いているとし、その背景には福祉

への国家の積極的関与を求める国民の意識と、世

界銀行などが勧める「残余主義」との間に生じる

緊張関係がある、と論じた。それから10年以上を

経て、現在のハンガリーの福祉レジームはどのよ

比較福祉レジーム論からみた中東欧：ハンガリー
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うに小括できるだろうか。

オルバーン政権が成立する以前から、主として

財政事情から「寛大な給付の削減・廃止と、制裁

をともなう労働市場への復帰・包摂」という方向

性の改革は始まっていた（柳原2012）。オルバー

ン政権は、本稿で見たように、財政赤字の抑制と

いう難題を抱えつつも、自らが作り変えた政治シ

ステムを活用し、とくに年金・雇用分野で劇的に

も見える変革を実施している。

シクラは、この2010年から2014年までのオル

バーン政権の社会政策を包括的に論じ、ほぼすべ

ての政策領域において、パラダイム・シフトをと

もなう根本的な改革を正当化する根拠として経済

危機が利用されたと述べた。そのうえで、同政権

の社会政策改革は新自由主義、国家主義、新保守

主義の要素の混合であると論じた。くわえて、同

政権の非民主主義的な手法を批判しつつ、所得分

布とエスニシティの点で社会の分極化がもたらさ

れていると主張している（Szikra 2014）。

柳原（2015a）で示した評価と同一となるが、著

者も、シクラのこの指摘は、おおむね妥当なもの

と考えている。2015年12月現在でも、同政権の政

策方針は大きくは転換されていないと言えるだろ

う。しかし、社会政策の分野で多くの制度が刷新

されたことは事実であるが、不可逆に近い転換が

行われたとも言える政治システムとくらべれば可

逆的であり、その方向性も強度の違いはあれ前政

権と共通している。また政府支出の水準、相対的

に大きな非公式部門、条件・給付先に変化はある

ものの寛大な水準の給付・社会サービス、そして

労働力の商品化を前提とした生活保障システムな

ど、旧社会主義体制から引き継いだ福祉国家の性

格と役割が失われたとはいえない。

堀林が指摘した緊張関係は、主体の片方が世界

銀行ではなく「EUによる財政健全性の強制」に変

わったかもしれないが、今なお失われていない。

近年の改革に通底する就労促進、労働市場への再

包摂という方向性は、新自由主義への意図的な接

近と見るよりは、財政状況が苦しい中で緊張関係

が新自由主義側へ揺れ動いていると見るほうが適

切かもしれない。また、単なる保守主義レジーム

と見なすことはできない、旧社会主義体制からの

経路依存性も根強く残っており西欧の類型の単純

な混合物とすることは適切ではないだろう。

ハンガリーは重い足取りながらも、経済危機後

の苦境から回復しつつある。財政の軛が緩む時、

この緊張関係がまた別の方向へ揺れ動くのか、引

き続き注視が必要であろう。

＊本稿は、平成26年度に交付を受けた松山大学特

別研究助成による研究成果の一部である。

注

1）本稿は、類似のテーマの拙稿（柳原2012; 2015a;

2015b）の記述を基に再構成・修正・加筆をしたもの

である。

2）チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、

スロヴェニアの中東欧諸国5か国と、エストニア、ラ

トヴィア、リトアニアのバルト三国。

3）たとえば1980年の就業率について、第V節を参照の

こと。それでも労働力が過剰となった時期もあり、

1960年代の育児給付関連の諸制度の整備には、労働

力供給の抑制という側面もあった（堀林 2001）

4）詳細は柳原（2009）参照。

5）ハンガリー統計局ウェブサイト（www.ksh.hu。2016

年1月3日確認）。

6）ハンガリー統計局ウェブサイト（www.ksh.hu。2016

年1月3日確認）ならびに、ハンガリー統計局『社会

統計年鑑』および『健康統計年鑑』2007-2013年版よ

り筆者算出。健康保険基金の支出は2012年以降増加

しているが、これは障害給付とリハビリ給付の年金

保険基金からのに移管によるものであり、その増分

を除けば5.01％、4.98％となる。

7）以上の就業率は、Fazekas et. al. (eds.) 2015掲載の統

計から引用した。

8）本節の以下の箇所の記述は柳原（2015a）の第3節か

ら第5節を縮約、新たな議論・動きを加え改稿したも

のである。

9）制度改革の詳細は柳原（2011）を参照。

10）柳原（2015a）を参照。補填額は、2006年から2010年
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まで順に2.44％、1.90％、1.94％、2.29％、1.98％であ

り、2011年以降は、補填なし、0.36％、0.08％だった。

ただし、この赤字額の補填は必ずしも「二重の負担」

のみを原因とするものではない。「13か月目の年金」

や年金水準の引き上げなど給付面からも発生してい

る。

11）柳原（2014）を参照。

12）以下、MISSOCデータベースに依拠しつつ紹介する。

13）これにより経済危機の最中にもかかわらず、2009年

1月時点で約21万人いた社会扶助受給者が同年5月以

降には4万人を切る水準となった（柳原，2012）。

14）Portfolio.hu電子版2014年3月4日付。

15）HVG紙電子版2015年8月22日付。

http://hvg.hu/gazdasag/20150822_Nagy_szamban_

rugnak_ki_dolgozokat_hogy_ko/

（2016年1月4日確認）

16）Port folio. hu電子版2016年1月6日付（2016年1月7日確

認）

17）シクラによれば、子どもが4人いて十分な収入を得

ていれば、平均賃金程度の税額控除が可能であった

（Szikra 2014）。
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